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　５月２４日、益田市議会を視察しました。
　益田市議会では江津市議会と同時期に地域医
療対策特別委員会を設置し、市民・行政・医療機
関の３者がお互いに協力しながら医療問題に立ち
向かっていく体制を構築しました。現在、益田市で
は医師の確保など市全体で課題を共有して取り組
みを進めています。
　今後は、視察結果を踏まえ、江津市で取り組める
内容について検討していく予定です。
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地域医療対策特別委員会
　５月１６日、令和６年６月１日から運用開始予定の
波積ダムを視察しました。平成30年12月15日に本
体建設工事が始まり、試験湛水開始後令和６年4月
23日常時満水位到達。昭和43年度に予備調査が
始まって以来半世紀、56年の歳月を経て、念願の運
用開始を迎えました。
　管理用道路工事などは残りますが、梅雨に長雨
が続く季節でも、地域住民の方々が安心して過ごせ
るようになったのは喜ばしいことです。

波積ダム対策特別委員会
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　令和６年６月定例議会が６月７日から24日までの18日間の日程で開かれました。監査委員に河野正行議員が
選出されました。また、常任委員会、特別委員会の構成も決まりました。

※後任委員が決定するまで現委員が継続することとなりました

特
別
委
員
会

◎河野　正行　〇坂手　洋介
　石橋　孝義　　多田　伸治　　植田　圭介　　鍛治恵巳子

地域医療対策特別委員会※ ◎鍛治恵巳子　〇坂田　優美
　森川　佳英　　寺前　克宏
　植田　圭介　　森元　健二

波積ダム対策特別委員会 ◎石橋　孝義　〇森脇　悦朗
　森川　佳英　　植田　好雄
　寺前　克宏　　坂田　優美

江の川流域治水対策特別委員会 ◎渡辺　信明　〇坂田　優美
議長を除く議員13人

議会活性化特別委員会 ◎坂手　洋介　〇下谷　忠広
議長を除く議員13人

広報広聴特別委員会 ◎森元　健二　〇森川　佳英
　河野　正行　　石橋　孝義
　森脇　悦朗　　植田　好雄
　下谷　忠広　　寺前　克宏

市議会だより編集特別委員会 ◎坂田　優美　〇渡辺　信明
　山根兼三郎　　多田　伸治
　鍛治恵巳子　　坂手　洋介
　植田　圭介

議会運営委員会

（届出順） （議席番号順）

常

任

委

員

会

◎委員長　○副委員長

総務民生委員会
◎下谷　忠広　〇坂手　洋介
　石橋　孝義　　森川　佳英　　山根兼三郎
　鍛治恵巳子　　植田　好雄　　渡辺　信明

　総務民生委員会は、総務部門・民生部門・教育委
員会・選挙管理委員会など多くの所管を抱えていま
す。議案の審査だけでなく、各部門の抱える課題や問
題を整理し、現地調査や先進地視察などといった手
法も用いながら、調査研究を行い、課題解決の一助と
なるよう取り組んでまいります。

委員長あいさつ

建設経済委員会
◎寺前　克宏　〇河野　正行
　森脇　悦朗　　藤間　義明　　多田　伸治
　坂田　優美　　植田　圭介　　森元　健二

　建設経済委員会は、市民部門・経済部門・建設部
門・上下水道部門など、生活の根本を支えている社
会基盤に関するものが多く幅広い分野です。
　これらの所管での様々な施策をしっかりと調査し、
誠心誠意かつ真摯に取り組んでまいります。

委員長あいさつ

予算決算委員会
◎坂手　洋介　〇森元　健二　議長および監査委員を除く議員１２人

　この度、予算決算委員会委員長に選任いただきま
した。予算および決算の審査は市政運営において最
重要事項の一つであります。審査する分野は幅広く多
岐にわたります。様々な視点をもって委員の皆さんと取
り組んでまいります。
　また、副委員長と協力し、しっかりとした議論はもち
ろん、スムーズな委員会運営を心がけてまいります。

委員長あいさつ

人  事 監査委員（議会選出）   河野　正行

委員会の『新体制』決まる

新政クラブ 森元　健二　　渡辺　信明　　坂田　優美
寺前　克宏　　下谷　忠広　　坂手　洋介
鍛治恵巳子　　藤間　義明　　河野　正行

日本共産党江津市議会議員団 多田　伸治　　森川　佳英

創政クラブ 森脇　悦朗　　石橋　孝義

無会派 山根兼三郎

議
員
の
所
属
会
派

市民クラブ 植田　圭介　　植田　好雄

江津邑智消防組合議会 森川　佳英　　鍛治恵巳子　　下谷　忠広
植田　圭介

浜田地区広域行政組合議会 山根兼三郎　　多田　伸治　　植田　好雄
坂手　洋介

２つの組合議会についても選出しました。
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可決

予算額 ▲7億8552万円減（補正後総額176億8848万円）

令和6年度  一般会計補正予算（第1号）

主に財源の関係から、令和５年度３月補正予算と当初予算で
二重に計上していた事業を減額するもの

消防団員の損害補償（賞じゅつ金）の基準
を定める政令の変更に伴い、条例を改正す
るもの

消防団員への周知は。問
賞じゅつ金の内容に変更がないため、特に
周知は考えていない。

答
委
員
質
疑

●消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
　（一部改正）

厚生労働省令で設備および運営の基準に変
更があったため、家庭的保育事業での保育
士などの配置基準を改正するもの

対象となる施設は。問
市内で家庭的保育事業を行う施設は１カ所
のみ。他の保育施設はすでに内閣府令により
同様の改正がされている。

答
委
員
質
疑

●家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を
　定める条例（一部改正）

個人事業者の家族従業者について、社会的
地位の向上や基本的人権を保障するため、
所得税法第５６条の廃止を求める意見書を
政府へ提出するよう求めるもの

市内の家族従業者の状況は。問
専従者控除の対象事業者は１５１人で、その
うち、家族従業者を控除対象としている数は
１６６人。

答
委
員
質
疑

●所得税法第56条の廃止を求める意見書提出（陳情）

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別
措置法について省令改正があったため、課
税免除の期限を令和９年３月３１日まで延長
するもの

対象となる設備や、免除額はどれくらいか。問
令和６年度は４件、５５３８万３８００円の免
除としている。

答
委
員
質
疑

●過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
　（一部改正）

総務民生委員会

建設経済委員会

3月補正予算での執行に伴い減額される事業

浜田地区広域行政組合負担金
地域医療支援対策
地場産業振興センター運営

エコクリーンセンター基幹改良工事に伴う負担金
西部島根医療福祉センター電子カルテシステム整備補助
地場産業振興センターのエレベーター更新実施設計

▲6億9260万円
▲1億円
▲691万円

事業名 内　容 金　額

一般職人件費
企業版ふるさと納税の人材派遣型による特定任期
付職員人件費

552万円

地域の活力創出事業
地域活性化センターによる地域活性化支援事業
助成金

●移住・定住・交流推進支援事業　
　石見なりわいブートキャンプ　200万円
　（江津地域教育推進協議会）

●地方創生に向けてがんばる地域応援事業
　手前味噌づくりから味噌販売へ　150万円
　（松平たすけ愛協議会）　　

350万円

市民の関心が高いものの情報が少ないが、新
たな周知の取り組みがあるのか。

問
委員質疑

地域再生計画推進
波子駅リブランディング事業など

112万円

引き続き企業版ふるさと納税と人材派遣を受
けることになった。周知方法は広報誌や市の
HPを活用して
いく。また新
聞や雑誌にも
取り上げられ
ている。

答

波子駅リブランディング事業の関係者

承認承認

予算額 ▲2億１７５４万円減（補正後総額183億5244万円）

令和５年度  一般会計補正予算（第9号）
3月31日　専決処分

特別交付税などの交付額の決定および分担金・負担金・市債・
事業費の最終調整などに伴い補正予算を計上。
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可決
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消防団員の損害補償（賞じゅつ金）の基準
を定める政令の変更に伴い、条例を改正す
るもの

消防団員への周知は。問
賞じゅつ金の内容に変更がないため、特に
周知は考えていない。

答
委
員
質
疑

●消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
　（一部改正）

厚生労働省令で設備および運営の基準に変
更があったため、家庭的保育事業での保育
士などの配置基準を改正するもの

対象となる施設は。問
市内で家庭的保育事業を行う施設は１カ所
のみ。他の保育施設はすでに内閣府令により
同様の改正がされている。

答
委
員
質
疑

●家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を
　定める条例（一部改正）

個人事業者の家族従業者について、社会的
地位の向上や基本的人権を保障するため、
所得税法第５６条の廃止を求める意見書を
政府へ提出するよう求めるもの

市内の家族従業者の状況は。問
専従者控除の対象事業者は１５１人で、その
うち、家族従業者を控除対象としている数は
１６６人。

答
委
員
質
疑

●所得税法第56条の廃止を求める意見書提出（陳情）

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別
措置法について省令改正があったため、課
税免除の期限を令和９年３月３１日まで延長
するもの

対象となる設備や、免除額はどれくらいか。問
令和６年度は４件、５５３８万３８００円の免
除としている。

答
委
員
質
疑

●過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
　（一部改正）

総務民生委員会

建設経済委員会

3月補正予算での執行に伴い減額される事業

浜田地区広域行政組合負担金
地域医療支援対策
地場産業振興センター運営

エコクリーンセンター基幹改良工事に伴う負担金
西部島根医療福祉センター電子カルテシステム整備補助
地場産業振興センターのエレベーター更新実施設計

▲6億9260万円
▲1億円
▲691万円

事業名 内　容 金　額

一般職人件費
企業版ふるさと納税の人材派遣型による特定任期
付職員人件費

552万円

地域の活力創出事業
地域活性化センターによる地域活性化支援事業
助成金

●移住・定住・交流推進支援事業　
　石見なりわいブートキャンプ　200万円
　（江津地域教育推進協議会）

●地方創生に向けてがんばる地域応援事業
　手前味噌づくりから味噌販売へ　150万円
　（松平たすけ愛協議会）　　

350万円

市民の関心が高いものの情報が少ないが、新
たな周知の取り組みがあるのか。

問
委員質疑

地域再生計画推進
波子駅リブランディング事業など

112万円

引き続き企業版ふるさと納税と人材派遣を受
けることになった。周知方法は広報誌や市の
HPを活用して
いく。また新
聞や雑誌にも
取り上げられ
ている。

答

波子駅リブランディング事業の関係者

承認承認

予算額 ▲2億１７５４万円減（補正後総額183億5244万円）

令和５年度  一般会計補正予算（第9号）
3月31日　専決処分

特別交付税などの交付額の決定および分担金・負担金・市債・
事業費の最終調整などに伴い補正予算を計上。

45



本会議 における 賛成・反対意見
○：賛成　  ●：反対　  △：欠席

議
長
職
は
表
決
権
な
し

議決結果【第2回議会定例会】            
議案番号 件　名

議決
結果
同意
〃
※２
承認
〃
〃
可決

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

不採択

可決

否決

○

●

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

○

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

○

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

○

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

○

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

●

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

●

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

除斥
※1

同意第4号

同意第5号

承認第2号
承認第3号
承認第4号
議案第28号

議案第29号

議案第30号

議案第31号

議案第32号

議案第33号

議案第34号

議案第35号

議案第36号

陳情第1号

意見第3号

意見第4号

森
元

　 

健
二

植
田

　圭
介

渡
辺

　信
明

坂
田

　優
美

寺
前

　克
宏

下
谷

　忠
広

坂
手

　洋
介

植
田

　好
雄

鍛
治 

恵
巳
子

多
田

　伸
治

山
根 

兼
三
郎

森
川

　佳
英

森
脇

　悦
朗

石
橋 

孝
義

河
野
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行
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間

　義
明

功労者の選定について

監査委員の任命について

専決処分報告について
専決処分報告について
専決処分報告について
特別功労者を定めることについて
江津市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の
一部を改正する条例制定について

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例の一部を改正する条例制定について

江津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例制定について

江津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運
営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定
について

過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の
一部を改正する条例制定について

江津市地域経済牽引事業の促進を重点的に図るべき区域
における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改
正する条例制定について

地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関
する条例の一部を改正する条例制定について

令和6年度島根県江津市一般会計補正予算（第1号）を定
めることについて

所得税法第56条の廃止を求める意見書提出に関する陳情

新型コロナ後遺症及び新型コロナワクチン後遺症への対
応強化を求める意見書の提出について
年金制度の充実を求める意見書の提出について

執
行
部
提
案

議
員
提
案

○：賛成　  ●：反対

※1 地方自治法第117条により除斥                   
※2 可否同数により議長採決（地方自治法第116条第1項）                   
請願第１号「訪問介護の基本報酬引き下げ撤回等と、介護報酬引き上げの再改定を早急に行うことを求める意見書提出に関する請願」
は、審査が終了しなかったため継続して審査を行うことになりました。

陳情

意見書を提出しました

　新型コロナ感染症が5類に分類された後も、後遺症に苦しむ人が多いことが、厚生労働省研究班の大規
模調査で明らかになってきた。よって、国におかれては、悩んでいる患者に寄り添い、下記の事項の実現を
強く求める。

１. 相談体制を整備し、後遺症の適正な認定および多様な症状に対応する専門医かかりつけ医が連携し
た複合的な支援体制を構築すること。

２. 失業や休業を余儀なくされた方に、経済的な支援として療養のための補償制度を創設するとともに、
相談や就労支援を強化していくこと。

３. 後遺症への理解とその啓発を行うとともに、社会全体で認識を深め、患者が孤立することがないよう
社会的認知度の向上に取り組むこと。

新型コロナ後遺症及び新型コロナワクチン後遺症への
対応強化を求める意見書（要旨）

法第５６条の趣旨は「家族間の恣意的な所得分割による税負
担の軽減を防ぎ、納税者間における税負担の均衡を図ること」
とされ、その一方、法第５７条において「事業に専従する親族
がある場合の必要経費の特例等」を定めており、青色申告者
となれば、事業に専従する親族に支払う給与の実額を必要経
費に算入することが認められている。経済社会状況の変化な
どを踏まえ、仕組み見直しの声が出ていることは承知している
が、本陳情は所得税法第５６条の廃止を求めており反対。

反対 渡辺 信明

所得税法第５６条の廃止を求める意見書提出陳情第１号

陳情の趣旨については同意するが、陳情に対する議会の意
思決定は採択か不採択の２種類しかなく、江津市議会では
陳情などの願意を汲み取る趣旨採択を設けていない。また、
江津市議会では全会一致による採択でなければ意見書を
提出できない。今回の陳情は、課題の解決方法として所得
税法第５６条の廃止を主としているが、法の廃止に伴う租税
回避などの懸念に応えておらず、全体の理解を得られない
ことから反対。

反対 植田 圭介

個人事業主から家族従業者への労働の対価を必要経費に算入させず、家族従業者の社会的・経済的自立を妨げる所得税法
第５６条の廃止を求める陳情。この条文のため、家族従業者は最低賃金よりはるかに低い処遇に置かれている。国連から差別
的と勧告を受け、国の計画でも見直しが明記され、570以上の地方議会も廃止の意見書を提出している。地域経済を支える人
を守るため賛成。

多田 伸治賛成

不採択

３月定例会で「地方議員の年金を、国民年金から厚生年金
へ移行させて」との国への意見書案に、共産党は反対した
が多くの議員が賛成した。一方、年金全体の底上げを求め
る意見書案に、ここまでの議論では反対が多数。これでは議
員自身の年金は心配するが、国民全体の年金充実には反
対ということになる。年金受給者からも現役世代からも将来
不安の声がある。誰もが安心できる年金制度のため、議員
以外のことも考えるべき。

多田 伸治

年金制度の充実を求める意見書の提出意見第４号 否決

意見書案は、年金制度について、❶最低保障年金を実現さ
せること、❷年金を目減りさせるマクロ経済スライドを見直す
こと、❸年金受給開始年齢をこれ以上引き上げないこと、❹
現役世代の所得増で年金保険料を払える環境を整えること
の４点を国に求めるもの。年金受給者のみならず現役世代
が、将来安心できる年金制度へ不可欠な内容であり賛成。

森川 佳英

意見書にある全額国庫負担による「最低保障年金制度」の早期に実現することについて、これまでも様々な場面で議論されて
きた経緯もあるが、実現するためには、財源確保の見通しを含めた議論が必要であり、早急に実現することは現段階で難しい
と考える。また「マクロ経済スライド」は将来の現役世代の過重な負担を回避し、年金制度を持続的なものとするため、その負
担の範囲内で給付水準を自動的に調整する仕組みである。
年金制度は今後も情勢を注視しながら、世代別の給付と負担、および年金財政の持続可能性などバランスをとりながら、皆が
納得できる方向へと進んでいくことは必要であるが、今回の意見書の提出に関しては反対。

坂手 洋介反対

賛成 賛成

監査委員の任命同意第５号 同意
組織で決定権を持つ者が監査委員を兼任すると、公正性、客観性、第三者性を担保することができない可能性がある。市長提案
は、すでに議会運営委員会の委員長が決まっている人物に、監査委員を兼任させるもの。本市監査基準第３条には「監査等の目
的は、市の行財政運営について、健全性及び透明性の確保に寄与し…」と明記されている。監査委員と、市議会の運営に関わる
委員長とを兼ねることは、市政の独立機関である監査委員会として、あるべき健全性および透明性を損なう恐れがあり、適切では
ないことから反対。

山根 兼三郎反対

○

○

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●
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功労者の選定について

監査委員の任命について

専決処分報告について
専決処分報告について
専決処分報告について
特別功労者を定めることについて
江津市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の
一部を改正する条例制定について

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例の一部を改正する条例制定について

江津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例制定について

江津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運
営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定
について

過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の
一部を改正する条例制定について

江津市地域経済牽引事業の促進を重点的に図るべき区域
における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改
正する条例制定について

地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関
する条例の一部を改正する条例制定について

令和6年度島根県江津市一般会計補正予算（第1号）を定
めることについて

所得税法第56条の廃止を求める意見書提出に関する陳情

新型コロナ後遺症及び新型コロナワクチン後遺症への対
応強化を求める意見書の提出について
年金制度の充実を求める意見書の提出について

執
行
部
提
案

議
員
提
案

○：賛成　  ●：反対

※1 地方自治法第117条により除斥                   
※2 可否同数により議長採決（地方自治法第116条第1項）                   
請願第１号「訪問介護の基本報酬引き下げ撤回等と、介護報酬引き上げの再改定を早急に行うことを求める意見書提出に関する請願」
は、審査が終了しなかったため継続して審査を行うことになりました。

陳情

意見書を提出しました

　新型コロナ感染症が5類に分類された後も、後遺症に苦しむ人が多いことが、厚生労働省研究班の大規
模調査で明らかになってきた。よって、国におかれては、悩んでいる患者に寄り添い、下記の事項の実現を
強く求める。

１. 相談体制を整備し、後遺症の適正な認定および多様な症状に対応する専門医かかりつけ医が連携し
た複合的な支援体制を構築すること。

２. 失業や休業を余儀なくされた方に、経済的な支援として療養のための補償制度を創設するとともに、
相談や就労支援を強化していくこと。

３. 後遺症への理解とその啓発を行うとともに、社会全体で認識を深め、患者が孤立することがないよう
社会的認知度の向上に取り組むこと。

新型コロナ後遺症及び新型コロナワクチン後遺症への
対応強化を求める意見書（要旨）

法第５６条の趣旨は「家族間の恣意的な所得分割による税負
担の軽減を防ぎ、納税者間における税負担の均衡を図ること」
とされ、その一方、法第５７条において「事業に専従する親族
がある場合の必要経費の特例等」を定めており、青色申告者
となれば、事業に専従する親族に支払う給与の実額を必要経
費に算入することが認められている。経済社会状況の変化な
どを踏まえ、仕組み見直しの声が出ていることは承知している
が、本陳情は所得税法第５６条の廃止を求めており反対。

反対 渡辺 信明

所得税法第５６条の廃止を求める意見書提出陳情第１号

陳情の趣旨については同意するが、陳情に対する議会の意
思決定は採択か不採択の２種類しかなく、江津市議会では
陳情などの願意を汲み取る趣旨採択を設けていない。また、
江津市議会では全会一致による採択でなければ意見書を
提出できない。今回の陳情は、課題の解決方法として所得
税法第５６条の廃止を主としているが、法の廃止に伴う租税
回避などの懸念に応えておらず、全体の理解を得られない
ことから反対。

反対 植田 圭介

個人事業主から家族従業者への労働の対価を必要経費に算入させず、家族従業者の社会的・経済的自立を妨げる所得税法
第５６条の廃止を求める陳情。この条文のため、家族従業者は最低賃金よりはるかに低い処遇に置かれている。国連から差別
的と勧告を受け、国の計画でも見直しが明記され、570以上の地方議会も廃止の意見書を提出している。地域経済を支える人
を守るため賛成。

多田 伸治賛成

不採択

３月定例会で「地方議員の年金を、国民年金から厚生年金
へ移行させて」との国への意見書案に、共産党は反対した
が多くの議員が賛成した。一方、年金全体の底上げを求め
る意見書案に、ここまでの議論では反対が多数。これでは議
員自身の年金は心配するが、国民全体の年金充実には反
対ということになる。年金受給者からも現役世代からも将来
不安の声がある。誰もが安心できる年金制度のため、議員
以外のことも考えるべき。

多田 伸治

年金制度の充実を求める意見書の提出意見第４号 否決

意見書案は、年金制度について、❶最低保障年金を実現さ
せること、❷年金を目減りさせるマクロ経済スライドを見直す
こと、❸年金受給開始年齢をこれ以上引き上げないこと、❹
現役世代の所得増で年金保険料を払える環境を整えること
の４点を国に求めるもの。年金受給者のみならず現役世代
が、将来安心できる年金制度へ不可欠な内容であり賛成。

森川 佳英

意見書にある全額国庫負担による「最低保障年金制度」の早期に実現することについて、これまでも様々な場面で議論されて
きた経緯もあるが、実現するためには、財源確保の見通しを含めた議論が必要であり、早急に実現することは現段階で難しい
と考える。また「マクロ経済スライド」は将来の現役世代の過重な負担を回避し、年金制度を持続的なものとするため、その負
担の範囲内で給付水準を自動的に調整する仕組みである。
年金制度は今後も情勢を注視しながら、世代別の給付と負担、および年金財政の持続可能性などバランスをとりながら、皆が
納得できる方向へと進んでいくことは必要であるが、今回の意見書の提出に関しては反対。

坂手 洋介反対

賛成 賛成

監査委員の任命同意第５号 同意
組織で決定権を持つ者が監査委員を兼任すると、公正性、客観性、第三者性を担保することができない可能性がある。市長提案
は、すでに議会運営委員会の委員長が決まっている人物に、監査委員を兼任させるもの。本市監査基準第３条には「監査等の目
的は、市の行財政運営について、健全性及び透明性の確保に寄与し…」と明記されている。監査委員と、市議会の運営に関わる
委員長とを兼ねることは、市政の独立機関である監査委員会として、あるべき健全性および透明性を損なう恐れがあり、適切では
ないことから反対。

山根 兼三郎反対

○

○

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●
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市
議

市QA＆

の

の

江津市をもっと
暮らしやすくするには、
こうしたらいいな

一般質問一
般
質
問
と
は
？

皆
さ
ん
の
生
活
に
か
か
わ
る
大
切
な
内

容
に
つ
い
て
、市
議
会
議
員
が
市
に
対
し

て
質
問
を
行
い
ま
す
。原
稿
は
質
問
し
た

議
員
自
身
が
、主
な
質
問
に
つ
い
て
要
旨

を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

※一般質問は江津市議会公式YouTubeチャンネルに
動画を掲載しています。各議員の顔写真の右下の二
次元コードからも動画の閲覧ができます。 

　また、一般質問の全ての議事録は市のホームページの
「市議会」→「会議録検索」からも見ることができます。  
(ただし掲載は次期定例会の前になります)

Q
．済
生
会
は
、総
合
診
療
医
の
育
成
・

招
致
の
仕
組
み
を
つ
く
る
と
の
方

針
だ
が
、済
生
会
の
み
で
の
実
現

は
困
難
。市
長
が
持
つ「
国
と
の

パ
イ
プ
」は
活
か
さ
れ
る
の
か
。

A
．国
へ
の
働
き
か
け
よ
り
、県
や
個
々

の
医
師
と
の
や
り
取
り
が
重
要
。

本
市
と
し
て
職
員
１
人
を
済
生

会
へ
派
遣
し
、支
援
し
て
い
る
。

Q
．「
国
へ
の
働
き
か
け
よ
り
」と
言
う

な
ら
、国
に
は
求
め
な
い
の
か
。

A
．国
に
は
医
師
の
人
事
権
が
な
く
、

全
国
で
医
師
不
足
が
叫
ば
れ
る

な
か
、国
に
求
め
て
も
難
し
い
た

め
、県
や
個
々
の
医
師
へ
働
き
か

け
る
。

【
庁
内
連
携
】

Q
．市
民
か
ら「
市
役
所
で
た
ら
い
回
し

に
さ
れ
た
」と
の
声
が
あ
る
。庁
内

連
携
を
ど
う
認
識
し
て
い
る
か
。

A
．人
員
が
少
な
い
た
め
、担
当
課
へ

取
り
次
い
だ
り
、出
向
い
て
も
ら
っ

た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、で
き

る
限
り
不
便
が
な
い
よ
う
改
善
を

図
り
た
い
。

Q
．改
善
と
言
う
が
、職
員
に
は
相
談
に

来
た
市
民
に
寄
り
添
う
意
識
が
必

要
。そ
う
い
っ
た
認
識
は
あ
る
か
。

A
．限
ら
れ
た
人
員
で
動
い
て
お
り
、

間
違
っ
た
案
内
を
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。

Q
医
師
確
保
対
策
で
市
長
の「
国
と
の

パ
イ
プ
」は
活
か
さ
れ
る
の
か

A
国
へ
の
働
き
か
け
よ
り
、
県
や
個
々

の
医
師
と
の
や
り
取
り
が
重
要

多田 伸治

江津市議会
公式ＹｏｕＴｕｂｅ
チャンネル

済生会江津総合病院

Q
．教
育
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
教
育

長
の
認
識
は
。

A
．子
ど
も
た
ち
に
は
、自
分
自
身
の

夢
や
志
を
も
っ
て
、そ
の
実
現
に

向
か
っ
て
自
ら
進
ん
で
い
く
力
や
、

様
々
な
困
難
に
も
立
ち
向
か
っ
て

い
く
力
を
身
に
つ
け
る
と
と
も
に
、

相
手
の
立
場
に
た
っ
て
考
え
る
こ

と
の
で
き
る
思
い
や
り
を
持
っ
た

大
人
に
成
長
し
て
ほ
し
い
。

Q
．こ
れ
か
ら
の
本
市
に
お
い
て
、

重
点
を
お
く
教
育
施
策
は
。

A
．個
別
最
適
な
学
び
や
協
働
的
な
学

び
の
実
現
を
図
る
た
め
の
授
業
改

善
が
あ
り
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
に
よ
る

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
に

導
く
。ま
た
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・ス
ク
ー

ル
制
度
導
入
の
推
進
に
よ
り
、学

校
運
営
に
地
域
の
声
を
積
極
的
に

活
か
し
、地
域
と
一
体
と
な
っ
て
特

色
あ
る
学
校
づ
く
り
を
進
め
る
。

Q
江
津
市
教
育
大
綱
に
お
け
る

教
育
ビ
ジ
ョ
ン
は

A
ふ
る
さ
と
江
津
を
愛
し
、

豊
か
な
心
で
、
明
日
を
創
る
人

坂手 洋介土・日に集まり練習する島根水球クラブ

Q
．校
内
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置

状
況
は
。

A
．教
職
員
の
働
き
方
改
革
の
中
で
、

教
員
不
足
の
状
況
。あ
お
ぞ
ら
学

園
や
居
場
所
事
業
、ス
ク
ー
ル

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
連
携
し

て
対
応
す
る
。

Q
．民
間
と
教
育
行
政
が
連
携
し
、不

登
校
の
子
ど
も
た
ち
の
居
場
所
の

貧
困
を
解
決
し
て
い
く
べ
き
で
は
。

A
．フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
に
類
し
た
民
間
の

活
動
が
あ
る
が
、児
童
・
生
徒
の

学
校
復
帰
へ
連
携
し
て
い
き
た
い
。

【
小
・
中
学
校
の
図
書
室
】

Q
．学
校
図
書
室
の
役
割
と
は
。

A
．児
童
・
生
徒
に
読
書
の
楽
し
さ
を

伝
え
る
、主
体
的
な
学
習
活
動
支

援
、教
員
の
授
業
改
善
や
資
質
向

上
へ
の
支
援
、そ
し
て
子
ど
も
た

ち
へ
の
居
場
所
提
供
や
家
庭
・
地

域
で
の
読
書
活
動
の
支
援
を
行

う
。

Q
．学
校
図
書
室
で
の
図
書
標
準
の
蔵

書
数
の
達
成
状
況
は
。

A
．す
べ
て
の
小
・
中
学
校
に
お
い
て

１
０
０
％
以
上
。

Q
．学
校
図
書
室
へ
の
司
書
の
配
置
状

況
は
。

A
．す
べ
て
の
小
・
中
学
校
に
学
校
司

書
を
配
置
し
て
い
る
。

Q
不
登
校
が
増
え
て
い
る
状
況
で

原
因
の
分
析
は
で
き
て
い
る
の
か

A
原
因
を
一
つ
に
特
定
で
き
な
い

ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
て
い
る

下谷 忠広小学校の図書室風景

【
部
活
動
の
地
域
移
行
】

Q
．部
活
動
の
地
域
移
行
に
つ
い
て
、

今
後
の
対
応
は
。

A
．島
根
県
で
は
検
討
委
員
会
を
立
ち

上
げ「
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の

在
り
方
等
に
関
す
る
基
本
方
針
」

を
令
和
６
年
度
中
に
策
定
す
る
予

定
。本
市
は「
江
津
市
部
活
動
の
あ

り
方
に
関
す
る
方
針
」の
改
定
に

向
け
、協
議
を
行
っ
て
い
る
。

　
　 

今
後
は
部

活
動
の
地

域
移
行
に

向
け
協
議

会
を
立
ち

上
げ
る
予

定
。
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は
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長
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A
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へ
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よ
り
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や
個
々

の
医
師
と
の
や
り
取
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が
重
要
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本
市
と
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１
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を
済
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へ
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遣
し
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Q
．「
国
へ
の
働
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り
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う

な
ら
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に
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求
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．国
に
は
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人
事
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、

全
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で
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不
足
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な
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に
求
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て
も
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し
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や
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々
の
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け
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内
連
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Q
．市
民
か
ら「
市
役
所
で
た
ら
い
回
し

に
さ
れ
た
」と
の
声
が
あ
る
。庁
内

連
携
を
ど
う
認
識
し
て
い
る
か
。

A
．人
員
が
少
な
い
た
め
、担
当
課
へ

取
り
次
い
だ
り
、出
向
い
て
も
ら
っ

た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、で
き

る
限
り
不
便
が
な
い
よ
う
改
善
を

図
り
た
い
。

Q
．改
善
と
言
う
が
、職
員
に
は
相
談
に

来
た
市
民
に
寄
り
添
う
意
識
が
必

要
。そ
う
い
っ
た
認
識
は
あ
る
か
。
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．限
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た
人
員
で
動
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り
、

間
違
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た
案
内
を
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る
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け

で
は
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。

Q
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師
確
保
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策
で
市
長
の「
国
と
の

パ
イ
プ
」は
活
か
さ
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る
の
か

A
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の
働
き
か
け
よ
り
、
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医
師
と
の
や
り
取
り
が
重
要

多田 伸治

江津市議会
公式ＹｏｕＴｕｂｅ
チャンネル

済生会江津総合病院

Q
．教
育
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
教
育

長
の
認
識
は
。

A
．子
ど
も
た
ち
に
は
、自
分
自
身
の

夢
や
志
を
も
っ
て
、そ
の
実
現
に

向
か
っ
て
自
ら
進
ん
で
い
く
力
や
、

様
々
な
困
難
に
も
立
ち
向
か
っ
て

い
く
力
を
身
に
つ
け
る
と
と
も
に
、

相
手
の
立
場
に
た
っ
て
考
え
る
こ

と
の
で
き
る
思
い
や
り
を
持
っ
た

大
人
に
成
長
し
て
ほ
し
い
。

Q
．こ
れ
か
ら
の
本
市
に
お
い
て
、

重
点
を
お
く
教
育
施
策
は
。

A
．個
別
最
適
な
学
び
や
協
働
的
な
学

び
の
実
現
を
図
る
た
め
の
授
業
改

善
が
あ
り
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
に
よ
る

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
に

導
く
。ま
た
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・ス
ク
ー

ル
制
度
導
入
の
推
進
に
よ
り
、学

校
運
営
に
地
域
の
声
を
積
極
的
に

活
か
し
、地
域
と
一
体
と
な
っ
て
特

色
あ
る
学
校
づ
く
り
を
進
め
る
。

Q
江
津
市
教
育
大
綱
に
お
け
る

教
育
ビ
ジ
ョ
ン
は

A
ふ
る
さ
と
江
津
を
愛
し
、

豊
か
な
心
で
、
明
日
を
創
る
人

坂手 洋介土・日に集まり練習する島根水球クラブ

Q
．校
内
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置

状
況
は
。

A
．教
職
員
の
働
き
方
改
革
の
中
で
、

教
員
不
足
の
状
況
。あ
お
ぞ
ら
学

園
や
居
場
所
事
業
、ス
ク
ー
ル

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
連
携
し

て
対
応
す
る
。

Q
．民
間
と
教
育
行
政
が
連
携
し
、不

登
校
の
子
ど
も
た
ち
の
居
場
所
の

貧
困
を
解
決
し
て
い
く
べ
き
で
は
。

A
．フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
に
類
し
た
民
間
の

活
動
が
あ
る
が
、児
童
・
生
徒
の

学
校
復
帰
へ
連
携
し
て
い
き
た
い
。

【
小
・
中
学
校
の
図
書
室
】

Q
．学
校
図
書
室
の
役
割
と
は
。

A
．児
童
・
生
徒
に
読
書
の
楽
し
さ
を

伝
え
る
、主
体
的
な
学
習
活
動
支

援
、教
員
の
授
業
改
善
や
資
質
向

上
へ
の
支
援
、そ
し
て
子
ど
も
た

ち
へ
の
居
場
所
提
供
や
家
庭
・
地

域
で
の
読
書
活
動
の
支
援
を
行

う
。

Q
．学
校
図
書
室
で
の
図
書
標
準
の
蔵

書
数
の
達
成
状
況
は
。

A
．す
べ
て
の
小
・
中
学
校
に
お
い
て

１
０
０
％
以
上
。

Q
．学
校
図
書
室
へ
の
司
書
の
配
置
状

況
は
。

A
．す
べ
て
の
小
・
中
学
校
に
学
校
司

書
を
配
置
し
て
い
る
。

Q
不
登
校
が
増
え
て
い
る
状
況
で

原
因
の
分
析
は
で
き
て
い
る
の
か

A
原
因
を
一
つ
に
特
定
で
き
な
い

ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
て
い
る

下谷 忠広小学校の図書室風景

【
部
活
動
の
地
域
移
行
】

Q
．部
活
動
の
地
域
移
行
に
つ
い
て
、

今
後
の
対
応
は
。

A
．島
根
県
で
は
検
討
委
員
会
を
立
ち

上
げ「
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の

在
り
方
等
に
関
す
る
基
本
方
針
」

を
令
和
６
年
度
中
に
策
定
す
る
予

定
。本
市
は「
江
津
市
部
活
動
の
あ

り
方
に
関
す
る
方
針
」の
改
定
に

向
け
、協
議
を
行
っ
て
い
る
。

　
　 

今
後
は
部

活
動
の
地

域
移
行
に

向
け
協
議

会
を
立
ち

上
げ
る
予

定
。
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Q
．人
口
減
少
対
策
と
し
て
、今
後
の
婚

活
事
業
で
検
討
し
て
い
る
こ
と
は
。

A
．出
会
い
の
場
創
出
へ「
江
津
は
ぴ
こ

会
」と
の
連
携
強
化
や
婚
活
イ
ベ
ン

ト
支
援
な
ど
。イ
ベ
ン
ト
で
は
近
隣

市
町
と
の
広
域
連
携
を
推
進
。

【
水
害
対
策
】

Q
．出
水
期
の
水
害
対
策
は
。

A
．国
・
県
が
川
越
地
区
の
堤
防
仮

締
切
・
排
水
ポ
ン
プ
車
操
作
訓
練

な
ど
を
行
う
。本
市
で
は
従
来
対

策
に
加
え
、桜
江
５
地
区
の
防
災

計
画
を
策
定
。

【
市
営
住
宅
の
条
件
緩
和
】

Q
．Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
者
増
加
へ
、市
営
住

宅
の
入
居
条
件
緩
和
は
可
能
か
。

A
．公
営
住
宅
法
に
基
づ
き
江
津
市

営
住
宅
管
理
条
例
を
定
め
て
お

り
、一
部
の
特
例
を
除
き
困
難
。

【
起
業
家
教
育
】

Q
．ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
を

活
用
し
た
起
業
家
教
育
は
可
能
か
。

A
．ノ
ウ
ハ
ウ
導
入
の
研
究
を
学
校
や

地
域
の
協
力
で
取
り
組
み
中
。

【
有
機
給
食
無
償
化
】

Q
．本
市
の
魅
力
向
上
と
生
産
者
の
所

得
安
定
の
た
め
、有
機
野
菜
を

使
っ
た
給
食
無
償
化
は
可
能
か
。

A
．生
産
量
・
価
格
の
課
題
克
服
後

に
改
め
て
検
討
し
た
い
。

Q
人
口
戦
略
会
議
が
示
す「
消
滅
可
能

性
都
市
」か
ら
の
脱
却
へ
の
認
識
は

A
一
喜
一
憂
す
る
こ
と
な
く
、
危
機
感

を
持
ち
、
人
口
減
少
対
策
に
臨
む

渡辺 信明

川越地区の堤防仮締切

Q
．５
月
に
行
っ
た『
市
民
と
語
る
会
』

で
数
件
あ
っ
た「
道
路
の
白
線
が

消
え
て
い
る
」と
の
声
へ
の
対
応

は
。

A
．道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
の
報
告
や
住
民

か
ら
の
通
報
が
あ
っ
た
場
合
、現
地

確
認
を
行
っ
た
上
で
対
応
し
て
い

る
。ま
た
、住
民
か
ら
の
情
報
提
供

の
方
法
と
し
て
、電
話
や
メ
ー
ル
の

み
な
ら
ず
、本
市
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア

カ
ウ
ン
ト
に
よ
る
通
報
も
で
き
る

よ
う
準
備
を
進
め
て
い
る
。

Q
「
道
路
の
白
線
が
消
え
て
い
る
」

と
の
市
民
の
声
へ
の
対
応
は

A
現
地
の
状
況
を
確
認
し
た
上
で

対
応
す
る

山根 兼三郎

Q
．東
串
良
町
は
ど
ん
な
町
か
。

A
．人
口
６
４
０
０
人
、志
布
志
湾
に

面
し
た
白
砂
青
松
の
美
し
い
景
観

で
、農
業
と
畜
産
業
の
町
。

Q
．今
後
の
交
流
は
。

A
．令
和
６
年
の
夏
は
、東
串
良
町
の

小
・
中
学
生
が
本
市
を
訪
問
し
、

交
流
す
る
事
業
を
計
画
。

【
県
立
高
校
新
設
】

Q
．新
設
高
校
に
対
す
る
期
待
は
。

A
．未
来
を
見
据
え
、選
択
肢
を
広

げ
、よ
り
良
い
教
育
環
境
に
期
待
。

【
石
見
神
楽
の
振
興
】

Q
．振
興
へ
の
取
り
組
み
は
。

A
．各
神
楽
団
体
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

実
施
し
、課
題
を
把
握
す
る
。

【
脱
炭
素
社
会
】

Q
．再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入

容
量
は
。

A
．市
内
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
設

の
年
間
発
電
量
は
、本
市
・
大
田

市
・
浜
田
市
・
邑
智
郡
の
全
て
の

世
帯
年
間
電
力
使
用
量
に
相
当
。

Q
鹿
児
島
県
東
串
良
町
と
の
交
流
は

A
自
治
体
間
連
携
協
定
を
締
結

河野 正行

市役所前ソロプチ花壇に咲くルーピンの花（東串良町花）

Q
．改
め
て
設
置
さ
れ
た
江
津
市
地

域
医
療
対
策
支
援
協
議
会
の
役

割
は
。

A
．地
域
医
療
体
制
確
保
に
は
、医
療

機
関
・
関
係
団
体
・
行
政
・
市
民

が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
必
要

が
あ
る
。協
議
会
で
地
域
医
療
の

現
状
へ
の
理
解
を
深
め
、そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
で
何
が
で
き
る
か
検
討

し
て
ほ
し
い
。

Q
．希
望
者
は
協
議
会
へ
参
加
す
る
こ

と
が
可
能
か
。

A
．現
委
員
の
ほ
か
に
、意
見
を
聞
く

べ
き
団
体
が
あ
れ
ば
、ア
ド
バ
イ

ザ
ー
・
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
を
置
く
こ

と
は
可
能
。場
合
に
よ
っ
て
は
新

た
な
委
員
の
就
任
も
あ
り
得
る
。

【
公
共
サ
ー
ビ
ス
労
働
者
環
境
】

Q
．管
理
職
も
含
め
、職
員
の
残
業
の

状
況
と
対
策
は
。

Q
県
へ
の
地
域
医
療
対
策
の
要
望
は

A
こ
れ
ま
で
以
上
に
浜
田
保
健
所
の

調
整
機
能
を
強
化
す
る
よ
う
要
望

植田 圭介江津市役所

【
風
力
発
電
】

Q
．風
力
発
電
事
業
へ
の
苦
情
を
訴
え

る
声
も
あ
っ
た
。政
策
企
画
課
へ

相
談
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

A
．市
内
の
風
力
発
電
施
設
は
、全
て

民
間
も
し
く
は
県
企
業
局
の
所

有
。地
元
住
民
か
ら
意
見
な
ど
が

寄
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、風
力
発

電
事
業
者
に
伝
え
る
こ
と
や
、地

域
と
の
意
見
交
換
を
促
す
な
ど

の
対
応
は
可
能
。

【
市
内
の
臭
気
】

Q
．本
市
が
行
っ
て
い
る
物
質
濃
度
に

よ
る
臭
気
強
度
の
調
査
で
は
、異

常
値
が
出
て
い
な
い
が
、近
年
は

臭
気
指
数
＝
嗅
覚
測
定
法
を
取
り

入
れ
た
自
治
体
が
増
え
て
い
る
。

測
定
方
法
の
変
更
を
。

A
．現
時
点
で
は
考
え
て
い
な
い
が
、

よ
り
適
切
な
測
定
が
で
き
る
よ
う

総
合
的
な
観
点
で
考
え
る
。

ひ
が
し
く
し
ら

し

　

 

ぶ

　

 

し

A
．時
期
的
な
も
の
や
事
業
の
取
り
組

み
に
よ
っ
て
、長
時
間
勤
務
と
な
っ

て
い
る
実
態
が
あ
る
。令
和
６
年

よ
り
導
入
し
た
シ
ス
テ
ム
で
、よ
り

詳
細
な
実
態
を
確
認
す
る
。

Q
．県
内
で
本
市
の
み
、会
計
年
度
任

用
職
員
の
一
時
金
支
給
要
件
が
厳

し
い
が
、見
直
し
は
。

A
．違
い
は
認
識
し
て
い
る
。見
直
し

を
検
討
す
る
。

消えかけている白線
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Q
．人
口
減
少
対
策
と
し
て
、今
後
の
婚

活
事
業
で
検
討
し
て
い
る
こ
と
は
。

A
．出
会
い
の
場
創
出
へ「
江
津
は
ぴ
こ

会
」と
の
連
携
強
化
や
婚
活
イ
ベ
ン

ト
支
援
な
ど
。イ
ベ
ン
ト
で
は
近
隣

市
町
と
の
広
域
連
携
を
推
進
。

【
水
害
対
策
】

Q
．出
水
期
の
水
害
対
策
は
。

A
．国
・
県
が
川
越
地
区
の
堤
防
仮

締
切
・
排
水
ポ
ン
プ
車
操
作
訓
練

な
ど
を
行
う
。本
市
で
は
従
来
対

策
に
加
え
、桜
江
５
地
区
の
防
災

計
画
を
策
定
。

【
市
営
住
宅
の
条
件
緩
和
】

Q
．Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
者
増
加
へ
、市
営
住

宅
の
入
居
条
件
緩
和
は
可
能
か
。

A
．公
営
住
宅
法
に
基
づ
き
江
津
市

営
住
宅
管
理
条
例
を
定
め
て
お

り
、一
部
の
特
例
を
除
き
困
難
。

【
起
業
家
教
育
】

Q
．ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
を

活
用
し
た
起
業
家
教
育
は
可
能
か
。

A
．ノ
ウ
ハ
ウ
導
入
の
研
究
を
学
校
や

地
域
の
協
力
で
取
り
組
み
中
。

【
有
機
給
食
無
償
化
】

Q
．本
市
の
魅
力
向
上
と
生
産
者
の
所

得
安
定
の
た
め
、有
機
野
菜
を

使
っ
た
給
食
無
償
化
は
可
能
か
。

A
．生
産
量
・
価
格
の
課
題
克
服
後

に
改
め
て
検
討
し
た
い
。

Q
人
口
戦
略
会
議
が
示
す「
消
滅
可
能

性
都
市
」か
ら
の
脱
却
へ
の
認
識
は

A
一
喜
一
憂
す
る
こ
と
な
く
、
危
機
感

を
持
ち
、
人
口
減
少
対
策
に
臨
む

渡辺 信明

川越地区の堤防仮締切

Q
．５
月
に
行
っ
た『
市
民
と
語
る
会
』

で
数
件
あ
っ
た「
道
路
の
白
線
が

消
え
て
い
る
」と
の
声
へ
の
対
応

は
。

A
．道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
の
報
告
や
住
民

か
ら
の
通
報
が
あ
っ
た
場
合
、現
地

確
認
を
行
っ
た
上
で
対
応
し
て
い

る
。ま
た
、住
民
か
ら
の
情
報
提
供

の
方
法
と
し
て
、電
話
や
メ
ー
ル
の

み
な
ら
ず
、本
市
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア

カ
ウ
ン
ト
に
よ
る
通
報
も
で
き
る

よ
う
準
備
を
進
め
て
い
る
。

Q
「
道
路
の
白
線
が
消
え
て
い
る
」

と
の
市
民
の
声
へ
の
対
応
は

A
現
地
の
状
況
を
確
認
し
た
上
で

対
応
す
る

山根 兼三郎

Q
．東
串
良
町
は
ど
ん
な
町
か
。

A
．人
口
６
４
０
０
人
、志
布
志
湾
に

面
し
た
白
砂
青
松
の
美
し
い
景
観

で
、農
業
と
畜
産
業
の
町
。

Q
．今
後
の
交
流
は
。

A
．令
和
６
年
の
夏
は
、東
串
良
町
の

小
・
中
学
生
が
本
市
を
訪
問
し
、

交
流
す
る
事
業
を
計
画
。

【
県
立
高
校
新
設
】

Q
．新
設
高
校
に
対
す
る
期
待
は
。

A
．未
来
を
見
据
え
、選
択
肢
を
広

げ
、よ
り
良
い
教
育
環
境
に
期
待
。

【
石
見
神
楽
の
振
興
】

Q
．振
興
へ
の
取
り
組
み
は
。

A
．各
神
楽
団
体
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

実
施
し
、課
題
を
把
握
す
る
。

【
脱
炭
素
社
会
】

Q
．再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入

容
量
は
。

A
．市
内
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
設

の
年
間
発
電
量
は
、本
市
・
大
田

市
・
浜
田
市
・
邑
智
郡
の
全
て
の

世
帯
年
間
電
力
使
用
量
に
相
当
。

Q
鹿
児
島
県
東
串
良
町
と
の
交
流
は

A
自
治
体
間
連
携
協
定
を
締
結

河野 正行

市役所前ソロプチ花壇に咲くルーピンの花（東串良町花）

Q
．改
め
て
設
置
さ
れ
た
江
津
市
地

域
医
療
対
策
支
援
協
議
会
の
役

割
は
。

A
．地
域
医
療
体
制
確
保
に
は
、医
療

機
関
・
関
係
団
体
・
行
政
・
市
民

が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
必
要

が
あ
る
。協
議
会
で
地
域
医
療
の

現
状
へ
の
理
解
を
深
め
、そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
で
何
が
で
き
る
か
検
討

し
て
ほ
し
い
。

Q
．希
望
者
は
協
議
会
へ
参
加
す
る
こ

と
が
可
能
か
。

A
．現
委
員
の
ほ
か
に
、意
見
を
聞
く

べ
き
団
体
が
あ
れ
ば
、ア
ド
バ
イ

ザ
ー
・
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
を
置
く
こ

と
は
可
能
。場
合
に
よ
っ
て
は
新

た
な
委
員
の
就
任
も
あ
り
得
る
。

【
公
共
サ
ー
ビ
ス
労
働
者
環
境
】

Q
．管
理
職
も
含
め
、職
員
の
残
業
の

状
況
と
対
策
は
。

Q
県
へ
の
地
域
医
療
対
策
の
要
望
は

A
こ
れ
ま
で
以
上
に
浜
田
保
健
所
の

調
整
機
能
を
強
化
す
る
よ
う
要
望

植田 圭介江津市役所

【
風
力
発
電
】

Q
．風
力
発
電
事
業
へ
の
苦
情
を
訴
え

る
声
も
あ
っ
た
。政
策
企
画
課
へ

相
談
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

A
．市
内
の
風
力
発
電
施
設
は
、全
て

民
間
も
し
く
は
県
企
業
局
の
所

有
。地
元
住
民
か
ら
意
見
な
ど
が

寄
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、風
力
発

電
事
業
者
に
伝
え
る
こ
と
や
、地

域
と
の
意
見
交
換
を
促
す
な
ど

の
対
応
は
可
能
。

【
市
内
の
臭
気
】

Q
．本
市
が
行
っ
て
い
る
物
質
濃
度
に

よ
る
臭
気
強
度
の
調
査
で
は
、異

常
値
が
出
て
い
な
い
が
、近
年
は

臭
気
指
数
＝
嗅
覚
測
定
法
を
取
り

入
れ
た
自
治
体
が
増
え
て
い
る
。

測
定
方
法
の
変
更
を
。

A
．現
時
点
で
は
考
え
て
い
な
い
が
、

よ
り
適
切
な
測
定
が
で
き
る
よ
う

総
合
的
な
観
点
で
考
え
る
。

ひ
が
し
く
し
ら

し

　

 

ぶ

　

 

し

A
．時
期
的
な
も
の
や
事
業
の
取
り
組

み
に
よ
っ
て
、長
時
間
勤
務
と
な
っ

て
い
る
実
態
が
あ
る
。令
和
６
年

よ
り
導
入
し
た
シ
ス
テ
ム
で
、よ
り

詳
細
な
実
態
を
確
認
す
る
。

Q
．県
内
で
本
市
の
み
、会
計
年
度
任

用
職
員
の
一
時
金
支
給
要
件
が
厳

し
い
が
、見
直
し
は
。

A
．違
い
は
認
識
し
て
い
る
。見
直
し

を
検
討
す
る
。

消えかけている白線
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Q
．母
子
手
帳
ア
プ
リ
の
導
入
ま
で
、

子
育
て
情
報
に
い
ち
早
く
た
ど
り

つ
け
る
よ
う
、本
市
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公

式
ア
カ
ウ
ン
ト
の
活
用
を
。

A
．本
市
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

で
、子
育
て
関
連
の
情
報
充
実
に

向
け
協
議
を
重
ね
て
い
る
。受
け

取
る
情
報
を
取
捨
選
択
で
き
る

配
信
を
７
月
か
ら
予
定
し
て
お

り
、子
ど
も
の
年
齢
に
合
わ
せ
た

情
報
提
供
が
可
能
と
な
る
。

【
公
平
委
員
会
】

Q
．相
談
が
あ
っ
た
場
合
の
流
れ
は
。

A
．本
市
の
相
談
窓
口
は
、基
本
的
に
は

人
事
課
。事
案
に
よ
っ
て
困
難
な
場

合
、公
平
委
員
会
に
相
談
で
き
る
。

Q
．本
市
と
江
津
邑
智
消
防
組
合
で
の

相
談
の
流
れ
の
違
い
は
。

A
．消
防
組
合
は
、本
市
と
違
っ
て
労

働
組
合
の
結
成
が
認
め
ら
れ
な
い

が
、消
防
組
合
に
は
消
防
職
員
委

員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

【
有
機
農
業
の
推
進
】

Q
．規
格
外
の
農
産
物
で
も
、カ
ッ
ト
・

冷
凍
加
工
で
活
用
で
き
な
い
か
。

A
．令
和
５
年
度
に
有
機
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー

の
栽
培
実
証
を
行
い
、冷
凍
加
工

し
た
と
こ
ろ
大
好
評
だ
っ
た
。県
・

Ｊ
Ａ
と
有
機
栽
培
の
技
術
向
上
・

栽
培
面
積
拡
大
に
取
り
組
み
た
い
。

Q
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
給
食

保
育
所
へ
も
供
給
を

A
現
状
の
聞
き
取
り
を
し

保
育
所
の
需
要
に
応
じ
る

鍛治 恵巳子有機ブロッコリー栽培現地勉強会

Q
．学
校
給
食
の
保
護
者
負
担
は
、義

務
教
育
期
間
で
50
万
円
以
上
。無

償
化
の
財
源
と
し
て
、財
政
調
整

基
金
の
活
用
が
考
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
。

A
．財
政
調
整
基
金
は「
経
済
事
情
の

変
動
で
、財
源
が
不
足
す
る
場
合

に
、不
足
額
を
埋
め
る
」「
災
害
で

生
じ
た
経
費
・
減
収
分
を
埋
め
る
」

「
建
設
事
業
の
経
費
の
財
源
に
充

て
る
」「
行
政
財
産
の
取
得
な
ど
の

経
費
に
充
て
る
」と
条
例
で
定
め

て
お
り
、学
校
給
食
無
償
化
で
の

活
用
は
不
適
切
と
考
え
る
。

Q
．全
国
的
に
は
財
政
調
整
基
金
を
活
用

し
て
無
償
化
し
て
お
り
、不
適
切
で

は
な
い
と
思
う
が
、ほ
か
の
財
源
は
。

A
．給
食
無
償
化
に
は
毎
年
度
９
０
０

０
万
円
が
必
要
で
、財
政
健
全
性
が

保
て
な
け
れ
ば
、ほ
か
の
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
水
準
維
持
が
危
ぶ
ま
れ
る
。

Q
．学
校
給
食
無
償
化
の
費
用
は
、本

市
の
一
般
会
計
予
算
１
８
４
億
円

の
１
％
に
も
満
た
ず
、決
算
は
毎

年
度
数
億
円
の
黒
字
。学
校
給
食

無
償
化
を
実
施
で
き
な
い
か
。

A
．学
校
給
食
の
経
費
負
担
は
、学
校

給
食
法
・
学
校
給
食
法
施
行
令
で

規
定
さ
れ
、食
材
費
を
給
食
費
と

し
て
、保
護
者
負
担
と
し
て
い
る
。

今
後
も
保
護
者
に
負
担
し
て
も
ら

う
。

Q
学
校
給
食
の
無
償
化
を

A
年
間
９
０
０
０
万
円
か
か
る
た
め

今
後
も
保
護
者
に
負
担
し
て
も
ら
う

森川 佳英

Q
．黒
松
か
ら
波
子
の
浸
食
現
状
は
。

A
．黒
松
漁
港
か
ら
浅
利
漁
港
ま
で
の

浸
食
が
著
し
い
。ま
た
、和
木
か
ら

波
子
ま
で
は
都
度
対
策
し
て
い
る

が
、変
状
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

Q
．浸
食
と
汀
線
管
理
は
。

A
．全
域
で
海
岸
浸
食
が
著
し
い
。県
に

汀
線
管
理
の
注
視
を
要
望
す
る
。

Q
．本
市
海
岸
全
域
で「
海
岸
保
全
区

域
」の
指
定
が
必
要
で
は
な
い
か
。

A
．今
後
、汀
線
の
状
況
を
踏
ま
え
、

県
と
協
議
す
る
。

【
有
害
鳥
獣
に
よ
る
被
害
】

Q
．有
害
鳥
獣
に
よ
る
被
害
状
況
は
。

A
．農
業
被
害
面
積
お
よ
び
被
害
額

は
、イ
ノ
シ
シ
・
ヌ
ー
ト
リ
ア
で
計

３
・
８
ｈ
ａ
の
１
６
９
万
円
、カ
ワ

ウ
・
サ
ギ
で
６
５
９
万
円
の
被
害
。

Q
．防
護
柵
と
罠
の
設
置
は
。

A
．耕
作
地
を
囲
む
も
の
と
地
区
全

体
を
囲
む
も
の
の
防
護
柵
設
置
へ

の
支
援
制
度
が
あ
る
。

Q
．狩
猟
免
許
取
得
や
猟
友
会
入
会
へ

の
支
援
は
。

A
．事
前
講
習
会
受
講
料
は
対
策
協

議
会
へ
全
額
補
助
す
る
が
、条
件

が
あ
る
。他
は
現
時
点
で
考
え
て

い
な
い
。

Q
海
岸
浸
食
と
汀
線
管
理
の
保
全
は

A
浸
食
さ
れ
な
い
よ
う
計
画
的
な

事
業
実
施
を
県
に
要
望
す
る

石橋 孝義浸食が進む海岸線

Q
．ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ―

は「
現
状
か
ら

逃
げ
た
い
」と
い
う
よ
り「
私
が

な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
」と
頑
張

る
だ
け
に
、的
確
に
把
握
し
、寄

り
添
っ
た
支
援
が
求
め
ら
れ
る
。

負
担
軽
減
の
支
援
は
あ
る
の
か
。

A
．福
祉
関
係
と
連
携
し
、介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
や
障
が
い
者
福
祉
サ
ー

ビ
ス
に
繋
げ
、サ
ー
ビ
ス
の
調
整
で

負
担
軽
減
を
図
る
。ま
た「
自
分

一
人
で
な
い
」と
い
う
安
心
感
を

与
え
る
こ
と
も
重
要
。

Q
．相
談
窓
口
の
設
置
を
。

A
．子
ど
も
若
者
総
合
相
談
窓
口
や

国
の
24
時
間
子
ど
も
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ダ
イ

ヤ
ル
、チ
ャ
イ
ル
ド
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

が
あ
る
。本
市
で
特
化
し
た
相
談

窓
口
は
設
置
し
な
い
。

Q
．ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

の
配
置
や
養
成
が
必
要
で
は
な
い
か
。

Q
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
を

把
握
し
て
い
る
の
か

A

植田 好雄

人
権
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
確
認
し
た

範
囲
で
は
本
市
に
は
い
な
い

地元住民の愛着ある旧跡市小の校舎

A
．ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
や
教

育
委
員
会
の
指
導
主
事
が
行
っ
て
お

り
、必
要
性
は
な
く
設
置
し
な
い
。

【
普
通
財
産
施
設
の
扱
い
と
図
書
館
建
設
】

Q
．旧
庁
舎
へ
の
問
い
合
わ
せ
は
。

A
．建
築
的
意
見
や
譲
渡
希
望
は
な
い
。

Q
．旧
庁
舎
を
解
体
し
、丸
子
山
公
園

と
一
体
と
し
た
図
書
館
建
設
を
。

A
．現
状
の
課
題
を
踏
ま
え
、整
備
場

所
を
含
め
検
討
を
進
め
る
。

Q
．旧
跡
市
小

学
校
の
利

活
用
は
。

A
．地
元
と
協

議
し
対
応

す
る
。

て
い 

せ
ん

※実質収支額＝年度ごとの黒字額
※基金残高＝江津市の貯金残高

江津市の財政状況
年度 実質収支額 基金残高

平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度

5億1818万円
3億3571万円
5億4850万円
6億2639万円
8億4263万円

58億3361万円
55億2423万円
54億 592万円
54億3569万円
62億3578万円
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Q
．母
子
手
帳
ア
プ
リ
の
導
入
ま
で
、

子
育
て
情
報
に
い
ち
早
く
た
ど
り

つ
け
る
よ
う
、本
市
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公

式
ア
カ
ウ
ン
ト
の
活
用
を
。

A
．本
市
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

で
、子
育
て
関
連
の
情
報
充
実
に

向
け
協
議
を
重
ね
て
い
る
。受
け

取
る
情
報
を
取
捨
選
択
で
き
る

配
信
を
７
月
か
ら
予
定
し
て
お

り
、子
ど
も
の
年
齢
に
合
わ
せ
た

情
報
提
供
が
可
能
と
な
る
。

【
公
平
委
員
会
】

Q
．相
談
が
あ
っ
た
場
合
の
流
れ
は
。

A
．本
市
の
相
談
窓
口
は
、基
本
的
に
は

人
事
課
。事
案
に
よ
っ
て
困
難
な
場

合
、公
平
委
員
会
に
相
談
で
き
る
。

Q
．本
市
と
江
津
邑
智
消
防
組
合
で
の

相
談
の
流
れ
の
違
い
は
。

A
．消
防
組
合
は
、本
市
と
違
っ
て
労

働
組
合
の
結
成
が
認
め
ら
れ
な
い

が
、消
防
組
合
に
は
消
防
職
員
委

員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

【
有
機
農
業
の
推
進
】

Q
．規
格
外
の
農
産
物
で
も
、カ
ッ
ト
・

冷
凍
加
工
で
活
用
で
き
な
い
か
。

A
．令
和
５
年
度
に
有
機
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー

の
栽
培
実
証
を
行
い
、冷
凍
加
工

し
た
と
こ
ろ
大
好
評
だ
っ
た
。県
・

Ｊ
Ａ
と
有
機
栽
培
の
技
術
向
上
・

栽
培
面
積
拡
大
に
取
り
組
み
た
い
。

Q
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
給
食

保
育
所
へ
も
供
給
を

A
現
状
の
聞
き
取
り
を
し

保
育
所
の
需
要
に
応
じ
る

鍛治 恵巳子有機ブロッコリー栽培現地勉強会

Q
．学
校
給
食
の
保
護
者
負
担
は
、義

務
教
育
期
間
で
50
万
円
以
上
。無

償
化
の
財
源
と
し
て
、財
政
調
整

基
金
の
活
用
が
考
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
。

A
．財
政
調
整
基
金
は「
経
済
事
情
の

変
動
で
、財
源
が
不
足
す
る
場
合

に
、不
足
額
を
埋
め
る
」「
災
害
で

生
じ
た
経
費
・
減
収
分
を
埋
め
る
」

「
建
設
事
業
の
経
費
の
財
源
に
充

て
る
」「
行
政
財
産
の
取
得
な
ど
の

経
費
に
充
て
る
」と
条
例
で
定
め

て
お
り
、学
校
給
食
無
償
化
で
の

活
用
は
不
適
切
と
考
え
る
。

Q
．全
国
的
に
は
財
政
調
整
基
金
を
活
用

し
て
無
償
化
し
て
お
り
、不
適
切
で

は
な
い
と
思
う
が
、ほ
か
の
財
源
は
。

A
．給
食
無
償
化
に
は
毎
年
度
９
０
０

０
万
円
が
必
要
で
、財
政
健
全
性
が

保
て
な
け
れ
ば
、ほ
か
の
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
水
準
維
持
が
危
ぶ
ま
れ
る
。

Q
．学
校
給
食
無
償
化
の
費
用
は
、本

市
の
一
般
会
計
予
算
１
８
４
億
円

の
１
％
に
も
満
た
ず
、決
算
は
毎

年
度
数
億
円
の
黒
字
。学
校
給
食

無
償
化
を
実
施
で
き
な
い
か
。

A
．学
校
給
食
の
経
費
負
担
は
、学
校

給
食
法
・
学
校
給
食
法
施
行
令
で

規
定
さ
れ
、食
材
費
を
給
食
費
と

し
て
、保
護
者
負
担
と
し
て
い
る
。

今
後
も
保
護
者
に
負
担
し
て
も
ら

う
。

Q
学
校
給
食
の
無
償
化
を

A
年
間
９
０
０
０
万
円
か
か
る
た
め

今
後
も
保
護
者
に
負
担
し
て
も
ら
う

森川 佳英

Q
．黒
松
か
ら
波
子
の
浸
食
現
状
は
。

A
．黒
松
漁
港
か
ら
浅
利
漁
港
ま
で
の

浸
食
が
著
し
い
。ま
た
、和
木
か
ら

波
子
ま
で
は
都
度
対
策
し
て
い
る

が
、変
状
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

Q
．浸
食
と
汀
線
管
理
は
。

A
．全
域
で
海
岸
浸
食
が
著
し
い
。県
に

汀
線
管
理
の
注
視
を
要
望
す
る
。

Q
．本
市
海
岸
全
域
で「
海
岸
保
全
区

域
」の
指
定
が
必
要
で
は
な
い
か
。

A
．今
後
、汀
線
の
状
況
を
踏
ま
え
、

県
と
協
議
す
る
。

【
有
害
鳥
獣
に
よ
る
被
害
】

Q
．有
害
鳥
獣
に
よ
る
被
害
状
況
は
。

A
．農
業
被
害
面
積
お
よ
び
被
害
額

は
、イ
ノ
シ
シ
・
ヌ
ー
ト
リ
ア
で
計

３
・
８
ｈ
ａ
の
１
６
９
万
円
、カ
ワ

ウ
・
サ
ギ
で
６
５
９
万
円
の
被
害
。

Q
．防
護
柵
と
罠
の
設
置
は
。

A
．耕
作
地
を
囲
む
も
の
と
地
区
全

体
を
囲
む
も
の
の
防
護
柵
設
置
へ

の
支
援
制
度
が
あ
る
。

Q
．狩
猟
免
許
取
得
や
猟
友
会
入
会
へ

の
支
援
は
。

A
．事
前
講
習
会
受
講
料
は
対
策
協

議
会
へ
全
額
補
助
す
る
が
、条
件

が
あ
る
。他
は
現
時
点
で
考
え
て

い
な
い
。

Q
海
岸
浸
食
と
汀
線
管
理
の
保
全
は

A
浸
食
さ
れ
な
い
よ
う
計
画
的
な

事
業
実
施
を
県
に
要
望
す
る

石橋 孝義浸食が進む海岸線

Q
．ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ―

は「
現
状
か
ら

逃
げ
た
い
」と
い
う
よ
り「
私
が

な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
」と
頑
張

る
だ
け
に
、的
確
に
把
握
し
、寄

り
添
っ
た
支
援
が
求
め
ら
れ
る
。

負
担
軽
減
の
支
援
は
あ
る
の
か
。

A
．福
祉
関
係
と
連
携
し
、介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
や
障
が
い
者
福
祉
サ
ー

ビ
ス
に
繋
げ
、サ
ー
ビ
ス
の
調
整
で

負
担
軽
減
を
図
る
。ま
た「
自
分

一
人
で
な
い
」と
い
う
安
心
感
を

与
え
る
こ
と
も
重
要
。

Q
．相
談
窓
口
の
設
置
を
。

A
．子
ど
も
若
者
総
合
相
談
窓
口
や

国
の
24
時
間
子
ど
も
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ダ
イ

ヤ
ル
、チ
ャ
イ
ル
ド
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

が
あ
る
。本
市
で
特
化
し
た
相
談

窓
口
は
設
置
し
な
い
。

Q
．ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

の
配
置
や
養
成
が
必
要
で
は
な
い
か
。

Q
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
を

把
握
し
て
い
る
の
か

A

植田 好雄

人
権
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
確
認
し
た

範
囲
で
は
本
市
に
は
い
な
い

地元住民の愛着ある旧跡市小の校舎

A
．ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
や
教

育
委
員
会
の
指
導
主
事
が
行
っ
て
お

り
、必
要
性
は
な
く
設
置
し
な
い
。

【
普
通
財
産
施
設
の
扱
い
と
図
書
館
建
設
】

Q
．旧
庁
舎
へ
の
問
い
合
わ
せ
は
。

A
．建
築
的
意
見
や
譲
渡
希
望
は
な
い
。

Q
．旧
庁
舎
を
解
体
し
、丸
子
山
公
園

と
一
体
と
し
た
図
書
館
建
設
を
。

A
．現
状
の
課
題
を
踏
ま
え
、整
備
場

所
を
含
め
検
討
を
進
め
る
。

Q
．旧
跡
市
小

学
校
の
利

活
用
は
。

A
．地
元
と
協

議
し
対
応

す
る
。

て
い 

せ
ん

※実質収支額＝年度ごとの黒字額
※基金残高＝江津市の貯金残高

江津市の財政状況
年度 実質収支額 基金残高

平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度

5億1818万円
3億3571万円
5億4850万円
6億2639万円
8億4263万円

58億3361万円
55億2423万円
54億 592万円
54億3569万円
62億3578万円
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Q
．水
球
競
技
を
行
う
市
民
プ
ー
ル
は

耐
用
年
数
が
過
ぎ
て
い
る
と
思
う

が
大
丈
夫
か
。

A
．長
寿
命
化
計
画
見
直
し
業
務
に
よ

る
と
、処
分
制
限
期
間
は
30
年
。健

全
度
は
上
か
ら
２
番
目
の
Ｂ
判
定

で
あ
り
使
用
と
し
て
は
問
題
な
い
。

Q
．ラ
グ
ビ
ー
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
競
技
は
、

多
目
的
広
場
を
使
用
と
の
こ
と
だ

が
、相
当
の
改
修
が
必
要
で
は
。

A
．現
在
の
と
こ
ろ
、ト
ラ
ッ
ク
内
側

を
芝
生
化
し
、他
の
施
設
は
仮
設

で
の
対
応
と
し
た
い
。令
和
６
年

度
、中
央
団
体
の
視
察
が
予
定
さ

れ
、そ
の
結
果
を
踏
ま
え
改
修
内

容
を
検
討
す
る
。

【
文
化
芸
術
の
推
進
】

Q
．伝
統
芸
能
技
術
の
継
承
に
つ
い

て
、具
体
的
な
取
り
組
み
は
。

A
．国
の
指
定
重
要
文
化
財
の
大
元

Q
国
ス
ポ
開
催
に
向
け

機
運
の
醸
成
が
必
要
で
は

A
競
技
の
認
知
度
を
上
げ

興
味
を
も
つ
取
り
組
み
が
必
要

森脇 悦朗

Q
．市
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
公
園
の

ト
イ
レ
の
現
状
把
握
と
認
識
は
。

A
．現
在
７
割
が
汲
み
取
り
式
で
改
善

が
必
要
と
認
識
し
て
い
る
が
、水

洗
化
に
は
多
額
の
工
事
費
が
必

要
。利
用
形
態
や
必
要
性
な
ど
を

検
証
・
検
討
す
る
。

Q
．民
間
団
体
へ
委
託
し
て
い
る
管
理

方
法
に
、問
題
や
対
策
は
。

A
．ト
イ
レ
衛
生
面
の
改
善
や
手
法
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。清
掃
頻
度

を
上
げ
る
な
ど
環
境
保
持
の
た

め
、協
力
団
体
な
ど
が
あ
れ
ば
積

極
的
に
働
き
か
け
る
。

Q
．黒
松
海
岸
周
辺
は
ア
ニ
メ
の
聖
地
と

し
て
有
名
に
な
り
、海
洋
ス
ポ
ー
ツ

に
も
適
す
る
こ
と
か
ら
来
客
が
増
加

中
。新
た
な
ト
イ
レ
設
置
の
考
え
は
。

A
．駐
車
場
も
確
保
さ
れ
て
い
な
い
現

状
で
は
、多
く
の
観
光
客
を
集
客

Q
公
園
の
公
衆
ト
イ
レ
の
状
況
は

令
和
４
年
の
質
問
か
ら
進
展
が
あ
っ
た
か
　
　
　
　

A
設
置
数
の
変
更
は
な
い
が
衛
生
環
境
と

利
便
性
の
向
上
を
図
っ
て
い
る

坂田 優美黒松地区への漂着ごみ

神
楽
は
継
承
団
体
に
子
ど
も
た

ち
が
所
属
し
、県
内
外
で
Ｐ
Ｒ
し

て
い
る
。

Q
．文
化
芸
術
に
触
れ
る
機
会
の
創
出

に
つ
い
て
の
取
り
組
み
は
。

A
．再
興
院
展
に
お
い
て「
本
物
の
絵

を
見
て
も
ら
い
た
い
」と
の
思
い
か

ら
、市
内
児
童
・
生
徒
へ
、学
芸

員
に
よ
る
解
説
付
き
の
観
賞
会
や

今
回
出
展
し
て
い
る
画
家
に
よ
る

絵
画
教
室
を
実
施
し
た
。

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、新

た
に
設
置
す
る
計
画
は
な
い
。

【
海
洋
漂
着
ご
み
】

Q
．海
岸
の
漂
着
ご
み
へ
の
認
識
は
。

A
．海
岸
漂
着
ご
み
が
河
川
や
水
路

を
遡
上
し
居
住
地
の
環
境
悪
化

を
招
き
、地
域
住
民
が
ご
み
処
理

に
苦
慮
し
て
い
る
問
題
は
認
識
し

て
い
る
。

Q
．対
策
や
講
じ
ら
れ
る
措
置
は
。

A
．現
段
階
で
は
抜
本
的
な
対
策
は
困

難
。引
き
続
き
効
果
的
な
対
策
方

法
に
つ
い
て
情
報
収
集
を
行
う
。

議会報告会（第17回）
　5月11日から22日にかけて、議会報告会を市内全
域のコミュニティ交流センター(20カ所）において実施
しました。６月定例会では、それをもとにして一般質問
も行われました。
　約200人の皆様にご参加いただき、また、様々なご
意見をいただき、ありがとうございました。次回の「市
議会だより」には、より詳細な内容を掲載させていた
だく予定です。

市議会ＤＸの取り組み
　江津市議会ではDX（デジタル・トランスフォーメー
ション）の取り組みを進めています。議員にタブレット
端末を貸与し、6月議会定例会から本会議や委員会
などで使用を始めました。タブレット端末を使いなが
らの会議は、多少の戸惑いもありましたが、各議員そ
れぞれ使いこなしているようです。資料の閲覧だけで
なく、様 な々使い方で議員活動に役立てます。

政治倫理審査会を開催しました
　本市議会では、議員が市民の代表として人格と倫
理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行
使して、自己または特定の者の利益を図ることがなく、
市民に信頼される公正で民主的な市政の発展に寄
与することを目的に、江津市議会議員政治倫理条例
を定めています。
　この度、条例で定める政治倫理基準に反する疑い
が認められる議員があるとして、令和6年1月24日付
で5人の議員から議長に対し審査請求があり、1月15

日に審査会が設置されました。
　審査会は1月30日から3月14日にかけて5回にわた
り審査を実施。審査の結果、政治倫理基準に反する
行為があったと判断し、令和6年3月29日に審査結果
を議長へ報告しました。
　審査請求および審査結果や、被審査議員の弁明、
審査結果を受けての措置の内容については議会事
務局へお問い合わせください。

昭和５７年くにびき国体
※2024年国体→国スポへ名称変更

第１００回全国市議会議長会定期総会が開催されました
　５月２２日、第１００回全国市議会議長会定期総会が
東京国際フォーラムにおいて、開催されました。全国から
総勢768人が出席し、本市からも議長、事務局長が出席
しました。全国の市区議会議長会の要望を取りまとめ、
国へ要望を働きかける重要な総会です。
　会長挨拶で、こども・子育て政策の強化や福祉・医療
サービスの充実、デジタル田園都市国家構想・地方創生
の実現、頻発する大規模な自然災害への対応や強靭な
国土づくりなどについて不断の取り組みを進めていく必
要性を強調し「地域の実情に沿ったきめ細かな行政を
提供していくためには地方税・地方交付税等の一般財
源総額の確保が不可欠」と強調されました。

　本市からは島根県８市の代表要望の一つとして「地
域医療の危機を救う施策の早期実施について」を要望
しましたが、残念ながら、中国市議会議長会において次
席要望となり、全国での要望対象にはなりませんでした。
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Q
．水
球
競
技
を
行
う
市
民
プ
ー
ル
は

耐
用
年
数
が
過
ぎ
て
い
る
と
思
う

が
大
丈
夫
か
。

A
．長
寿
命
化
計
画
見
直
し
業
務
に
よ

る
と
、処
分
制
限
期
間
は
30
年
。健

全
度
は
上
か
ら
２
番
目
の
Ｂ
判
定

で
あ
り
使
用
と
し
て
は
問
題
な
い
。

Q
．ラ
グ
ビ
ー
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
競
技
は
、

多
目
的
広
場
を
使
用
と
の
こ
と
だ

が
、相
当
の
改
修
が
必
要
で
は
。

A
．現
在
の
と
こ
ろ
、ト
ラ
ッ
ク
内
側

を
芝
生
化
し
、他
の
施
設
は
仮
設

で
の
対
応
と
し
た
い
。令
和
６
年

度
、中
央
団
体
の
視
察
が
予
定
さ

れ
、そ
の
結
果
を
踏
ま
え
改
修
内

容
を
検
討
す
る
。

【
文
化
芸
術
の
推
進
】

Q
．伝
統
芸
能
技
術
の
継
承
に
つ
い

て
、具
体
的
な
取
り
組
み
は
。

A
．国
の
指
定
重
要
文
化
財
の
大
元

Q
国
ス
ポ
開
催
に
向
け

機
運
の
醸
成
が
必
要
で
は

A
競
技
の
認
知
度
を
上
げ

興
味
を
も
つ
取
り
組
み
が
必
要

森脇 悦朗

Q
．市
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
公
園
の

ト
イ
レ
の
現
状
把
握
と
認
識
は
。

A
．現
在
７
割
が
汲
み
取
り
式
で
改
善

が
必
要
と
認
識
し
て
い
る
が
、水

洗
化
に
は
多
額
の
工
事
費
が
必

要
。利
用
形
態
や
必
要
性
な
ど
を

検
証
・
検
討
す
る
。

Q
．民
間
団
体
へ
委
託
し
て
い
る
管
理

方
法
に
、問
題
や
対
策
は
。

A
．ト
イ
レ
衛
生
面
の
改
善
や
手
法
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。清
掃
頻
度

を
上
げ
る
な
ど
環
境
保
持
の
た

め
、協
力
団
体
な
ど
が
あ
れ
ば
積

極
的
に
働
き
か
け
る
。

Q
．黒
松
海
岸
周
辺
は
ア
ニ
メ
の
聖
地
と

し
て
有
名
に
な
り
、海
洋
ス
ポ
ー
ツ

に
も
適
す
る
こ
と
か
ら
来
客
が
増
加

中
。新
た
な
ト
イ
レ
設
置
の
考
え
は
。

A
．駐
車
場
も
確
保
さ
れ
て
い
な
い
現

状
で
は
、多
く
の
観
光
客
を
集
客

Q
公
園
の
公
衆
ト
イ
レ
の
状
況
は

令
和
４
年
の
質
問
か
ら
進
展
が
あ
っ
た
か
　
　
　
　

A
設
置
数
の
変
更
は
な
い
が
衛
生
環
境
と

利
便
性
の
向
上
を
図
っ
て
い
る

坂田 優美黒松地区への漂着ごみ

神
楽
は
継
承
団
体
に
子
ど
も
た

ち
が
所
属
し
、県
内
外
で
Ｐ
Ｒ
し

て
い
る
。

Q
．文
化
芸
術
に
触
れ
る
機
会
の
創
出

に
つ
い
て
の
取
り
組
み
は
。

A
．再
興
院
展
に
お
い
て「
本
物
の
絵

を
見
て
も
ら
い
た
い
」と
の
思
い
か

ら
、市
内
児
童
・
生
徒
へ
、学
芸

員
に
よ
る
解
説
付
き
の
観
賞
会
や

今
回
出
展
し
て
い
る
画
家
に
よ
る

絵
画
教
室
を
実
施
し
た
。

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、新

た
に
設
置
す
る
計
画
は
な
い
。

【
海
洋
漂
着
ご
み
】

Q
．海
岸
の
漂
着
ご
み
へ
の
認
識
は
。

A
．海
岸
漂
着
ご
み
が
河
川
や
水
路

を
遡
上
し
居
住
地
の
環
境
悪
化

を
招
き
、地
域
住
民
が
ご
み
処
理

に
苦
慮
し
て
い
る
問
題
は
認
識
し

て
い
る
。

Q
．対
策
や
講
じ
ら
れ
る
措
置
は
。

A
．現
段
階
で
は
抜
本
的
な
対
策
は
困

難
。引
き
続
き
効
果
的
な
対
策
方

法
に
つ
い
て
情
報
収
集
を
行
う
。

議会報告会（第17回）
　5月11日から22日にかけて、議会報告会を市内全
域のコミュニティ交流センター(20カ所）において実施
しました。６月定例会では、それをもとにして一般質問
も行われました。
　約200人の皆様にご参加いただき、また、様々なご
意見をいただき、ありがとうございました。次回の「市
議会だより」には、より詳細な内容を掲載させていた
だく予定です。

市議会ＤＸの取り組み
　江津市議会ではDX（デジタル・トランスフォーメー
ション）の取り組みを進めています。議員にタブレット
端末を貸与し、6月議会定例会から本会議や委員会
などで使用を始めました。タブレット端末を使いなが
らの会議は、多少の戸惑いもありましたが、各議員そ
れぞれ使いこなしているようです。資料の閲覧だけで
なく、様々な使い方で議員活動に役立てます。

政治倫理審査会を開催しました
　本市議会では、議員が市民の代表として人格と倫
理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行
使して、自己または特定の者の利益を図ることがなく、
市民に信頼される公正で民主的な市政の発展に寄
与することを目的に、江津市議会議員政治倫理条例
を定めています。
　この度、条例で定める政治倫理基準に反する疑い
が認められる議員があるとして、令和6年1月24日付
で5人の議員から議長に対し審査請求があり、1月15

日に審査会が設置されました。
　審査会は1月30日から3月14日にかけて5回にわた
り審査を実施。審査の結果、政治倫理基準に反する
行為があったと判断し、令和6年3月29日に審査結果
を議長へ報告しました。
　審査請求および審査結果や、被審査議員の弁明、
審査結果を受けての措置の内容については議会事
務局へお問い合わせください。

昭和５７年くにびき国体
※2024年国体→国スポへ名称変更

第１００回全国市議会議長会定期総会が開催されました
　５月２２日、第１００回全国市議会議長会定期総会が
東京国際フォーラムにおいて、開催されました。全国から
総勢768人が出席し、本市からも議長、事務局長が出席
しました。全国の市区議会議長会の要望を取りまとめ、
国へ要望を働きかける重要な総会です。
　会長挨拶で、こども・子育て政策の強化や福祉・医療
サービスの充実、デジタル田園都市国家構想・地方創生
の実現、頻発する大規模な自然災害への対応や強靭な
国土づくりなどについて不断の取り組みを進めていく必
要性を強調し「地域の実情に沿ったきめ細かな行政を
提供していくためには地方税・地方交付税等の一般財
源総額の確保が不可欠」と強調されました。

　本市からは島根県８市の代表要望の一つとして「地
域医療の危機を救う施策の早期実施について」を要望
しましたが、残念ながら、中国市議会議長会において次
席要望となり、全国での要望対象にはなりませんでした。
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委員会
（予算決算）
9:30～

委員会
（予算決算）
9:30～

委員会
（予算決算）
9:30～

委員会
（予算決算）
9:30～

本会議
10:00～

本会議
14:00～

情報交換会
9:30～

8/25 26 27 28 29 30 31

9/1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

日 月 火 水 木 金 土

委員会
（議会運営）
9:30～

全員協議会
9:30～

委員会
（総務民生）
9:30～

委員会
（建設経済）
9:30～

委員会
（予算決算）
9:30～

議員連絡会
9:30～

本会議
（一般質問）
10:00～

本会議
（一般質問）
10:00～

委員会
（議会運営）
15:00～

　５月２４日、益田市議会を視察しました。
　益田市議会では江津市議会と同時期に地域医
療対策特別委員会を設置し、市民・行政・医療機
関の３者がお互いに協力しながら医療問題に立ち
向かっていく体制を構築しました。現在、益田市で
は医師の確保など市全体で課題を共有して取り組
みを進めています。
　今後は、視察結果を踏まえ、江津市で取り組める
内容について検討していく予定です。

題字：■■ ■■さん
　　　（■■■■■■■■ ■■・■■科■年）

■■ ■■

編
集
後
記

議
会
を
傍
聴
し
よ
う

江
津
市
議
会
で
は
皆
さ
ん

の
傍
聴
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。
傍
聴
を
ご
希
望
の

方
は
、
議
会
開
催
日
に
本

庁
舎
２
階
の
議
会
事
務
局

ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

議
会
へ
参
加
し
よ
う

市
政
に
対
し
て
意
見
や
要
望

が
あ
れ
ば
、
議
会
へ
請
願
・

陳
情
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

請
願
の
場
合
は
市
議
会
議
員

の
紹
介
が
必
要
で
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■編集・発行責任者

議　　長　

■市議会だより編集特別委員会
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委　　員
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植 田　圭 介
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鍛治  恵巳子
多 田　伸 治
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藤 間　義 明
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気
候
変
動
が
激
し
く
、
寒
暖
差
に
身
体
が
つ

い
て
い
く
の
が
や
っ
と
な
の
は
私
だ
け
？
こ
の

時
期
活
き
活
き
し
て
い
る
か
た
つ
む
り
を
横
目

に
見
な
が
ら
、「
今
日
は
水
撒
き
せ
ん
で
も
え
え

か
な
ぁ
〜
」な
ん
て
忙
し
い
毎
日
の
中
で
、
庭
を

見
て
は
一
本
二
本
と
つ
い
つ
い
草
む
し
り
。

 

私
こ
の
度
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
長
を
拝
命

し
ま
し
た
。性
質
上
あ
ま
り
大
き
く
紙
面
の
変

更
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
他
編
集
委
員
の
協
力
の

も
と
、
で
き
る
だ
け

わ
か
り
や
す
く
皆

様
に
お
届
け
で
き

る
よ
う
に
心
が
け

て
発
行
し
ま
す
。

二
年
間
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

（
坂
田
　
優
美
）

※開始時間は予定です。

市
議
会
だ
よ
り
は

こ
ち
ら
か
ら

ごうつ

2024.8
No.160 われら江東中生！

未稿

請
願
・
陳
情
締
切
／
８
月
23
日
正
午
ま
で

次
回
９
月
定
例
会 

地域医療対策特別委員会
　５月１６日、令和６年６月１日から運用開始予定の
波積ダムを視察しました。平成30年12月15日に本
体建設工事が始まり、試験湛水開始後令和６年4月
23日常時満水位到達。昭和43年度に予備調査が
始まって以来半世紀、56年の歳月を経て、念願の運
用開始を迎えました。
　管理用道路工事などは残りますが、梅雨に長雨
が続く季節でも、地域住民の方々が安心して過ごせ
るようになったのは喜ばしいことです。

波積ダム対策特別委員会
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